
唐
代
の
郵
劾
制
度
の
愛
容
に
つ
い
て

胡ょ、

賓

:華

て

拝

文

二
、
唐
代
の
疎
劾
機
構
及
び
そ
の
手
順

一
二
、
軍
劾
制
度
の
繁
容
と
そ
の
政
治
的
背
景

四

、

小

結
一
、
序

文
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(
1〉

「
朝
廷
の
綱
紀
を
正
し
、
百
司
の
素
失
を
奉
げ
る
」
こ
と
で
あ
る
?
こ
の
職
能

の
瞳
現
に
嘗
た
っ
て
、
用
い
ら
れ
る
非
常
に
重
要
な
手
段
が
弾
勤
で
あ
る
。
弾
劾
制
度
の
最
も
顛
著
な
機
能
は
、
官
僚
祉
舎
を
浮
化
し
、
朝
廷

の
睡
儀
、
王
朝
の
統
治
秩
序
及
び
法
律
の
厳
粛
性
を
維
持
す
る
こ
と
と
言
え
る
。
歴
代
の
監
察
制
度
及
び
弾
一
刻
に
一つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま

で
も
常
に
歴
史
事
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
く
に
唐
代
の
監
察
制
度
伝
聞
し
て
は
、
日
中
南
園
の
挙
者
に
よ
っ
て
既
に
十
数
篇
の

(
2
〉

(

3

)

専
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
御
史
蓋
の
歴
史
浩
革
、
御
史
の
職
掌
等
に
つ
い
て
概
論
し
た
も
の
が
主
流
で
あ
る
P
例
え
ば
築
山
治

三
郎
氏
は
い
「
唐
代
に
お
け
る
御
史
主
酷
吏
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
正
史
の
職
官
史
料
に
よ
っ
て
御
史
制
度
と
任
掌
、
t

御
史
の
中
央
官

〈

4
〉

僚
・
地
方
官
監
察
糾
弾
、
御
史
の
推
鞠
と
三
司
及
び
御
史
の
選
用
、
任
期
、
酷
吏
と
そ
の
性
格
等
の
七
つ
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
。
池
田
温
氏

は
「
韓
碗
『
御
史
蓋
記
』
に
つ
い
て
」
を
護
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
唐
人
の
撰
し
た
御
史
蓋
を
主
題
と
す
る
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
の
侠
文

周
知
の
よ
う
に
、
唐
代
御
史
蓋
の
主
要
な
職
能
の
一一
つ
は
、

83 
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を
蒐
め
原
型
を
可
能
な
限
り
復
原
す
る
た
め
の
準
備
的
考
察
を
内
容
と
す
る
」
労
作
で
あ
り
、
唐
代
の
監
察
制
度
を
研
究
す
る
た
め
の
多
く
の

重
要
な
史
料
を
提
供
し
て
い
る
。

こ
れ
に
劃
し
、

は
じ
め
て
御
史
に
よ
る
弾
一劾
を
専
論
し
た
の
が
根
本
誠
氏
で
あ
る
。
氏
は
『
因
話
録
』
に
よ
っ
て
御
史
蓋
の
股
中
侍
御
史
の

(

5

)

 

推
事
・
弾
劾
に
閥
ず
る
質
際
的
機
能
、
及
び
其
の
機
能
の
公
卒
・
濁
立
性
の
一
意
義
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
陳
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

論
じ
ら
れ
た
の
は
肢
中
侍
御
史
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
、
弾
劾
制
度
の
研
究
に
お
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
八
重
津
洋
卒
氏
の

業
績
で
あ
る
。
氏
は
「
唐
代
御
史
制
度
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
御
史
蓋
の
構
成
、
御
史
の
職
掌
、
弾
劾
と
一
一
一
司
、
律
令
制
的
官
僚
機
構

と
御
史

J

御
史
と
使
職
な
ど
の
諸
問
題
を
法
制
史
の
角
度
か
ら
論
説
し
て
、
特
に
第
三
節
で
は
「
弾
劾
と
三
司
」
と
題
し
て
、
弾
劾
を
め
ぐ
る

御
史
大
夫
と
御
史
の
関
係
及
び
「
三
司
推
事
」
等
の
問
題
に
封
七
て
詳
細
な
考
察
を
行
っ
た
上
に
、
御
史
蓋
の
行
う
弾
劾
は
天
子
に
上
奏
す
る

前
の
段
階
で
、
必
ず
御
史
大
夫
の
チ
エ

γ
ク
を
受
け
(
即
ち
「
関
白
」
〉
、

の
も
と
に
進
め
て
進
止
を
聞
く
〈
即
ち
「
準
朕
」
)
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。

る。

こ
れ
に
よ
り
、
弾
劾
の
問
題
に
関
連
す
る
研
究
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
奏
弾
に
先
立

っ
て
必
ず
文
書
に
し
て
こ
れ
を
天
子
と
宰
相

こ
れ
は
、
唐
代
の
弾
劾
の
手
順
を
初
め
て
と
り
あ
げ
た
研
究
で
あ

- 84ー

八
重
津
氏
の
研
究
は
引
用
さ
れ
た
史
料
が
、
殆
ど
『
唐
六
典
』
・
『
逼
典
』
及
び
正
史
の
職
官
志
に
限
ら
れ
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

制
度
の
運
営
朕
態
を
全
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。
制
度
と
運
営
の
聞
に
、
大
き
な
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
往
々
に
し
て

と
こ
ろ
が
、

あ
る
。
特
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
史
料
は
な
お
多
く
、
そ
の
質
態
を
更
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、

/¥ 

重
津
洋
卒
氏
は
前
掲
の
論
文
で
、
粛
宗
時
期
(
七
五
六
|
七
六
一
〉
に
な
る
と
、

る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
と
背
馳
す
る
史
料
も
幾
っ
か
有
り
、

と
も
に
慶
止
さ
れ
た
と
述
べ
て
い

ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討

「
関
白
」
と
「
準
朕
」
は
、

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
所
謂
「
関
白
」
や
「
準
扶
」
は
、
ま
さ
に
唐
宋
種
革
期
の
遁
程
で
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問

題
は
園
家
権
力
の
襲
質
と
絡
み
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
預
想
さ
れ
る
。
弾
劾
を
任
務
と
す
る
御
史
の
性
格
が
前
期
か
ら
後
期
ヘ
如
何
に
鑓
わ
っ
た

の
か
、
藩
鎮
時
代
に
お
け
る
弾
劾
は
、
ど
の
程
度
貫
教
性
を
も
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
極
め
て
手
薄
な
朕
態
で
あ



る

「
関
白
」
、
「
準
朕
」
を
中
心
と
し
て
唐
代
の
弾
劾
制
度
に
再
検
討
を
加
え
る
。

て
唐
宋
出
変
革
期
に
お
け
る
監
察
制
度
及
び
官
僚
祉
舎
に
劃
す
る
認
識
が
深
ま
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

本
稿
で
は
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、

れ
を 1
遁 J

じ 工

二、

唐
代
の
弾
劾
機
構
及
び
そ
の
手
順

行
論
の
都
合
上
、
唐
代
の
弾
勤
接
構
と
し
て
の
御
史
蓋
の
基
本
的
構
成
を
紹
介
し
て
お
く
。

唐
代
の
御
史
筆
一は
『
唐
六
典
』
巻
二
ニ

・
御
史
蓋
に

一

御
史
大
夫
一
人
、

一従
三
品
。
中
丞
二
人
、
正
五
品
。
侍
御
史
四
人
、
従
六
品

-r。
股
中
侍
御
史
六
人
、
従
七
口
同
上
。
監
察
御
史
十
人
、

一正

入
品
上
。

、
，
一
ー
コ
'
に

L

と
あ
る
。
御
史
蓋
の
最
高
責
任
者
は
大
夫
、
中
丞
で
あ
り
、
次
は
、
華
院
の
長
官
で
あ
る
侍
御
史
、
殴
院
の
長
官
で
あ
る
最
中
侍
御
史
、
察
院

の
長
官
で
あ
る
監
察
御
史
の
順
で
あ
る
。

4

4

き
て
、
御
史
牽
の
職
掌
は
、
周
知
の
事
柄
で
あ
る
の
で
、
簡
単
に
概
括
し
て
マお
く
に
と
ど
一め
る
。
『
唐
曾
要
』
巻
六

0
・
御
史
蓋
の
僚
に

「
御
史
蓋
は
朝
廷
の
綱
紀
を
正
し
、
百
司
の
素
失
を
奉
ぐ
L

と
記
す
の
が
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
が
、

一さ
ら
に
異
韓
的
に
は
、
以
下
の
数
僚

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

F
D
 

。。

一-
一
、
大
夫
、
中
丞
の
主
要
な
責
務
は
園
家
の
刑
憲
典
章
を
維
持
し
、

六
典
』
巻
二
一
了
御
史
蓋
・
御
史
大
夫
の
篠
Y

e

-

-

f

t

h

s

『
一
ソ
:
・

7i十
¥
-
J

二
、
侍
御
史
は
百
僚
の
糾
奉
、
s

獄
訟
の
推
鞠
等
を
掌
握
す
る
。
御
史
蓋
の
全
般
的
な
事
務
綿
括
者
と
も
言
う
べ
く
、
そ
の
た
め
に
「
清
要

官
」
(
『
唐
舎
要
』
巻
六

0
・
御
史
差
上
・
侍
御
史
の
篠
〉
と
帯
さ
れ
る
に
と
が
あ
り
、
し
か
も
『
遁
典
』
巷
三
四
・
職
官
六
に
は
「
凡
そ
侍
御

(

6

)

 

累
月
を
出
で
ず
L
て
則
ち
南
省
に
濯
登
す
、
故
に
競
し
て
と
震
す
」
と
あ
り
、

朝
廷
を
粛
正
し
、

各
種
の
違
法
事
件
を
糾
弾
す
る
こ
と
で
あ
る
〈
『
唐

85 

史
の
例
、

「
南
床
百
日
」

侍
御
史
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
南
省
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(
卸
ち
備
蓄
省
)
へ
わ
ず
か
百
日
足
ら
ず
で
昇
進
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
、
殿
中
侍
御
史
は
多
至
・
元
正
の
大
朝
舎
で
朝
廷
の
儀
薩
制
度
に
劃
す
る
違
反
行
掃
や
南
京
の
不
法
行
震
を
糾
拳
す
る
こ
と
を
掌
る
〈
『
唐

六
典
』
巻
一
三
・
御
史
肇
・
殿
中
侍
御
史
の
篠
)
。

四
、
監
察
御
史
の
職
掌
は
、
御
史
蓋
で
も
っ
と
も
庚
汎
で
あ
る
。
中
央
の
向
書
省
の
六
部
の
舎
議
か
ら
、
地
方
の
州
燃
の
官
僚
に
い
た
る
ま

で
、
さ
ら
に
は
財
政
や
嶺
南
の
選
補
に
つ
い
て
さ
え
も
監
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
『
唐
六
典
』
巻
一
三
・
御
史
壷
・
監
察
御
史
の
篠
)
。

つ
ま
り
、
上
述
し
た
御
史
蓋
の
成
員
は
だ
れ
も
が
弾
劾
の
権
限
と
責
任
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
糾
奉
及
び
弾
劾
の
封
象
及
び
分
野
に
遣
い

が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
弾
劾
の
携
首
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
は
必
ず
し
も
一
致
を
み
て
い
な
い
、
例
え
ば
、
御
史
蓋
の
弾
劾
の
措

(
7〉

嘗
者
が
侍
御
史
と
監
察
御
史
の
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
研
究
者
が
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
築
山
治
三
郎
氏
の
論
文
を
引
用
す
る
。

御
史
大
夫
が
直
接
に
官
僚
を
弾
劾
す
る
こ
と
は
特
別
の
例
を
除
い
て
殆
ど
な
く
、
侍
御
史
以
下
が
こ
れ
に
嘗
た
り
、
御
史
が
長
官
の
御
史

- 86ー

大
夫
に
上
申
せ
ず
、
勝
手
に
官
僚
を
弾
劾
す
る
場
合
も
あ
っ
た
(
註
(

1

)

の
氏
の
論
文
を
参
照
U
。

氏
ら
の
論
黙
は
、

『
奮
唐
書
』
巻
四
四
・
職
官
三
に
「
大
夫
・
中
丞
の
職
は
:
:
:
大
事
は
即
ち
方
幅
も
て
之
を
奏
弾
す
、
小
事
は
即
ち
署
名
す

る
の
み
」
と
あ
る
の
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
貫
際
に
は
御
史
大
夫
と
中
丞
に
よ
る
弾
劾
は
特
例
的
な
も
の
で
な
く
、

一
般
的
な
違
法
や

『
蓄
唐
書
』
の
職
官
志
の
記
事
は
、
具

典
章
制
度
へ
の
違
反
に
劃
す
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
り
、
普
通
の
御
史
の
弾
劾
の
事
件
と
獲
わ
ら
な
い
。

瞳
的
な
寅
施
の
局
面
を
よ
く
と
ら
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
大
夫
・
中
丞
に
よ
る
弾
劾
を
一
つ
ず
つ
奉
げ
て
み
よ
う
。

『
蓄
唐
書
』
巻
二
一
入
・
顔
員
卿
俸
に

(
粛
宗
至
徳
二
年
〉
中
書
舎
人
乗
吏
部
侍
郎
雀
務
酒
容
を
帯
び
入
朝
し
、
朝
議
大
夫
李
何
忌
班
に
在
り
て
粛
な
ら
ず
、

を
劾
す
。
務
を
庇
し
て
右
庶
子
と
震
し
、
何
忌
を
西
卒
郡
の
司
馬
と
な
す
。

(
御
史
大
夫
)
員
卿
之

と
あ
り
、

『
奮
唐
書
』
巷
九
二
・
掌
安
石
俸
に

其
の
多
(
客
宗
景
雲
二
年
、
章
安
石
〉
、

知
政
事
を
罷
め
、

特
進
を
奔
し
、

東
都
留
守
に
充
つ
。

太
常
主
簿
李
元
澄
は
即
ち
安
石
の
子
婿
な



り
。
其
の
妻
病
死
し
、
安
石
の
夫
人
蒔
氏
は
元
澄
の
先
に
幸
す
る
所
の
嫁
之
を
厭
殺
す
る
を
疑
う
。
其
の
稗
久
し
く
己
に
轄
嫁
し
、
欝
氏

人
を
し
て
捕
ら
え
之
を
撞
し
死
に
致
さ
し
む
。
是
に
由
り
て
御
史
中
丞
楊
茂
謙
の
劾
す
る
所
と
篤
り
、
出
で
て
蒲
州
刺
史
と
震
る
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
長
官
で
あ
る
ば
か
り
か
弾
劾
の
具
瞳
的
な
捨
嘗
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
御
史
蓋
の
長
官
に
よ
る
弾
劾
の
寅

(
8〉

例
は
史
料
の
な
か
に
よ
く
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
弾
劾
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
、

そ
の
封
象
と
な
る
官
僚
の
違
法
事
寅
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
代
で
は
そ
の
た
め
の
ル

ー
ト
は
二
つ
あ
り
、
第
一
は
御
史
蓋
の
直
接
的
な
監
察
で
あ
り
、
第
二
は
御
史
蓋
以
外
か
ら
の
訴
訟
で
あ
る
。
後
者
は
、
被
害
者
が
訴
訟
肢
を

直
接
御
史
蓋
に
迭
る
の
で
あ
る
が
〈
『
唐
曾
要
』
巻
六
二
・
御
史
蓋
下
・
推
事
の
篠
)
、
も
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
不
十
分
で
あ
る
。

訴
訟
一
般
の
受
理
制
度
の
形
成
に
燭
れ
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
い
の
で
、
こ
こ
で
述
事へ
て
お
く

b

特

唐
初
の
高
組
、
太
宗
(
六
一
八
l
六
四
九
)
の
年
聞
に
御
史
葦
に
訴
訟
を
正
式
に
受
理
す
る
制
度
は
無
く
、

宗
の
永
徽
年
開
(
六
五
O

|
六
五
五
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
遁
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
御
史
蓋
の
注
に

永
徽
中
、
屋
義
玄
大
夫
と
な
り
始
め
て
定
む
。
受
事
の
御
史
は
人
ご
と
に
一
日
の
劾
肢
を
知
し
、
告
人
の
姓
名
、
或
い
は
訴
訟
の
事
を
題

す。

こ
れ
が
制
度
記
さ
れ
た
の
は
、
高

一87ぶ

と
あ
る
。
し
か
し
、

』『
唐
舎
要
』
巻
六

0
・
御
史
蓋
上

・
御
史
蓋
の
記
載
は
こ
れ
と
異
な
る
。

故
事
、
御
史
蓋
は
詞
訟
を
受
く
る
の
例
無
し
。
調
献
、
門
に
在
る
有
ら
ば
、
御
史
弾
ず
べ
き
者
有
る
を
採
り
、
即
ち
其
の
姓
名
を
略
し
、

皆
な
風
聞
訪
知
と
云
う
。
其
の
後
、
御
史
悪
を
疾
み
公
方
な
る
者
少
な
く
、
遁
い
に
相
い
推
侍
し
、
肢
を
逼
ず
る
人
頗
る
翠
滞
ナ
。
開
元

十
四
年
に
至
り
、
始
め
て
受
事
御
一史
を
定
め
、
人
ご
と
に
一
日
の
劾
肢
を
知
し
、
迭
に
告
事
の
人
名
を
題
す
。
古
え
よ
り
の
風
聞
の
義
に

暴
く
も
、
今
に
至
あ
ま
で
改
め
ず
。

87 

つ
ま
り
、
受
事
御
史
の
設
置
の
時
期
に
遣
い
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
一つ
い
て
は
、
永
徽
年
聞
に
制

定
さ
れ
た
も
の
一が
一
時
期
停
止
さ
れ
た
か
、
或
い
は
一
部
分
襲
わ
J

っ
た
と
解
穫
で
き
る
だ
ろ
う
ー
そ
の
襲
化
に
は
、

'則
天
武
后
の
登
場
が
か
か
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饗わ
わつ
って
たい
こる
と
が周
あ知
るの
。よ

宣之
御則
史天
蓋杏
の l口
組の

議警
定以
員営

雪住
吉中
で 穴

も空
国 一

芙笠
7乍 ノ ¥

嘉部
動等

2五
つ甘す

た学
コ ベ
官て
正よ 饗
巻わ
二二 vつ
四て

職
官
ノ、

御
史
肇
の
篠

一
部
の
制
度
の
内
容
も

訴
訟
肢
の
受
理
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
動
き
が
あ
っ
た
。

武
后
垂
扶
二
年
、
魚
保
宗
な
る
者
有
り
、
上
書
し
て
匿
を
置
き
以
て
四
方
の
書
を
受
け
ん
こ
と
を
請
う
。
乃
ち
銅
毘
四
を
鏡
、
塗
る
に
方

色
を
以
て
し
、
朝
堂
に
列
す
。
青
臨
は
「
延
恩
」
と
日
い
、
東
に
在
り
。
養
人
、
動
農
の
事
を
告
げ
る
者
之
に
投
ず
。
丹
甑
は
「
招
諌
」

と
固
い
、
南
に
在
り
。
時
政
の
得
失
を
論
ず
る
者
之
に
投
ず
。
白
毘
は
「
申
寛
」
と
日
い
、
西
に
在
り
。
抑
屈
を
陳
べ
る
者
之
に
投
ず
。

黒
毘
は
「
遁
玄
」
と
日
い
、
北
に
在
り
。
天
文
、
秘
謀
を
告
げ
る
者
之
に
投
ず
れ
謀
議
大
夫
、
補
閥
、
拾
遣
の
一
人
を
以
て
使
に
充
て
臣

事
を
知
せ
し
め
、
御
史
中
丞
、
侍
御
史
の
一
人
を
理
甑
使
と
震
す
(
『
新
唐
書
』
巻
四
七
・
百
官
志
二
・
門
下
省
・
左
諌
議
大
夫
の
篠
〉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
朝
堂
に
訴
訟
肢
を
受
け
る
場
所
を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「
肺
石
」
、
「
登
聞
鼓
」
に
よ
る
受
理
制
度
の
活
用
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
c

こ
れ
ら
の
制
度
は
、

も
の
で
は
あ
る
が
、
『
周
櫨
』
巻
第
九
・
秋
官
司
冠
第
五
に
、

さ
ら
に
、

い
う
ま
で
も
な
く
前
代
か
ら
あ
っ
た

。。。。

肺
石
を
以
て
窮
民
を
達
せ
し
む
。
九
そ
遠
近
の
惇
猫
老
幼
の
、
上
に
復
せ
ん
と
欲
す
る
こ
と
あ
り
て
市
る
に
其
の
長
達
せ
ざ
る
者
は
、
肺

石
に
立
つ
こ
と
三
日
、

土
其
の
鮮
を
聴
き
、
以
て
上
に
告
げ
、
而
し
て
其
の
長
を
罪
す
。

と
あ
り
、
武
周
王
朝
が
、

周
制
に
則
っ
た
園
制
を
指
向
す
ベ
く
『
周
瞳
』
に
見
え
る
肺
石
を
積
極
的
に
活
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
次
の
一史
料

か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
間
ち
『
唐
舎
要
』
巷
六
二
・
雑
録
の
僚
に

其
の
年
(
垂
扶
元
年
)
二
月
制
す
ら
く
、
朝
堂
に
置
く
所
の
登
聞
鼓
及
び
肺
石
は
、
防
守
す
る
を
須
い
ず
。
其
の
鼓
石
を
掴
つ
者
有
ら
ば
、

ー御
史
を
し
て
肢
を
受
け
、
奏
を
震
き
し
む
、
と
ハ
『
遁
鑑
』
巻
二

O
一ニ)。

と
あ
る
。

以
上
の
史
料
か
あ
み
て
、
武
后
時
代
に
お
い
て
も
、
御
史
が
訴
訟
肢
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
場
所
が
か
わ
り
、
朝
堂
に
移
っ
た
と
考
え
ら



れ
る
。そ

し
て
、
武
后
時
期
の
政
治
特
色
と
し
て
、
告
密
の
風
潮
が
あ
り
、
「
(
告
密
者
)
一
言
う
所
或
い
は
旨
に
構
え
ば
、

に
除
し
、
寅
な
き
者
も
問
わ
ず
。
こ
こ
に
於
て
四
方
告
密
す
る
者
蜂
起
し
、
人
皆
な
量
足
し
て
扉
息
す
。
」
(
『
逼
鑑
』
巻
二

0
=
7
則
天
后
垂
扶
二

年
三
月
の
僚
)
と
い
う
情
配
だ
っ
た
。

‘いが
と
で
、

ζ
y
U
J

，し
が
ィ
買
な
き
者
も
間
わ
な
い
」
告
裂
が
、
奨
勘
さ
れ
れ
ば
、

嘗
時
、

即
ち
不
次
に
官

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
弾

劾
献
で
「
告
事
の
人
名
を
題
す
る
」
必
要
も
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
遁
鑑
』
巻
一
一
一
一
・
玄
宗
開
元
五
年
九
月
の
篠
に
も

武
后
は
法
を
以
て
群
下
を
制
し
、
諌
官
・
御
史
は
風
聞
を
以
て
言
事
す
る
を
得
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
弾
劾
の
手
績
き
は
大
き
く
饗
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
高
宗
時
期
に
始
ま
っ
た
受
理
制
度
は
、
則
天
武
后
時
期
に
一
時
改
慶
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、

玄
宗
の
開
元
十
四
年
(
七
二
六
〉
に
な
っ
て
、
回
復
さ
れ
た
と
解
樺
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

則
天
武
后
時
期
の
特
異
性
で
あ
り
、
こ
の
政
治
闘
争
の
道
具
と
な
っ
た
「
風
間
奏
事
」
も
そ
の
時
期
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
先

に
引
い
た
『
唐
倉
要
』
の
記
事
に
見
え
る
唐
初
の
「
風
間
奏
事
」
と
同
じ
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
次
の
記
事
を
奉
げ
て
み
よ
う
。

貞
貌
の
剤
、
中
書
、
門
下
及
び
三
品
官
入
り
て
奏
事
す
る
に
、
必
ず
諌
官
、
史
官
を
し
て
之
に
随
い
、
失
有
ら
ば
則
ち
匡
正
し
、
美
悪
は

必
ず
之
を
記
さ
し
む
;
諸
司
皆
正
牙
に
於
い
て
奏
事
L
、
御
史
百
官
を
弾
し
、
若
冠
を
服
り
、
封
位
し
て
弾
文
を
讃
む
。
故
に
大
臣
君
を

専
ら
に
す
る
を
得
ず
、
小
臣
謹
悪
を
篤
す
を
得
ず
。
許
敬
一宗
、
李
義
府
事
を
用
い
る
に
及
び
、
政
に
私
僻
多
く
、
奏
事
の
官
多
く
位
下
に

(
9〉

'
侠
ち
、
御
坐
の
前
に
於
い
て
左
右
を
扉
け
て
密
奏
し
、
監
奏
御
史
及
び
待
制
官
遠
く
立
ち
以
て
其
の
退
く
を
侠
ち
、
諌
官
、
御
史
皆
伎
に

随
い
出
で
、
位
下
の
後
事
、
r

復
た
預
聞
せ
ず
。
武
后
は
法
を
以
て
群
下
を
制
し
、

一諌
官
・
御
史
は
風
聞
を
以
て
言
事
す
る
を
得
。
御
史
大

夫
よ
り
監
察
に
至
る
ま
で
互
相
に
弾
奏
す
る
を
得
、
率
ね
険
鼓
を
倍以
て
相
い
傾
覆
す
。
宋
環
の
相
と
震
る
に
及
び
、
貞
観
の
政
に
復
せ
ん

こ
と
を
欲
し
、
戊
申
、
制
す
ら
く
「
今
よ
り
事
的
ら
か
に
須
ら
く
秘
密
に
す
べ
き
者
に
非
ざ
れ
ば
、
皆
掛
仕
し
奏
聞
せ
し
む
、
史
官
自
ら

故
事
に
依
れ
。
」
と
ハ
『通
鑑
』
巻
一
二
一

一一
・
玄
宗
開
元
五
年
九
月
の
僚
〉
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
頴
慶
二
年
(
六
五
七
〉
二
人
は
と
も
に
宰
相
に
な
っ
た
(
『
奮
唐
書
』

巻
八
二
・
許
敬
宗
・
李
義
府
俸
)
。
こ
の
よ
う
な
政
治
献
況
は
こ
の
時
黙
か
ら
則
一
天
武
后
の
退
位
ハ
七
O
五
年
)
ま
で
そ
の
ま
ま
績
い
て
い
た
と
言
え

許
敬
宗
と
李
義
府
は
、

則
天
の
立
后
の
支
持
者
で
あ
り
、

る
。
こ
の
時
期
に
は
全
て
の
奏
事
は
公
開
さ
れ
ず
、

ひ
そ
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

「
風
聞
奏
事
」
も
そ
う
で
あ
り
、

し
か
も
、
御
史
蓋
の
内

部
の
闘
争
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
宋
環
は
玄
宗
に
「
貞
親
之
政
」
に
戻
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
制
度
が
貞
観

奮
制
に
戻
っ
た
か
ど
う
か
は
、
史
料
が
不
充
分
で
あ
る
の
で
、

よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
開
元
十
四
年
、
公
正
な
御
史
が
少
な
〈
、
上
訴
の
受
理

が
滞
っ
た
た
め
に
弾
劾
献
を
受
理
す
る
制
度
が
再
び
登
場
し
た
。
「
そ
の
後
、
間
風
弾
奉
の
事
有
る
こ
主
宰
に
し
て
、
多
く
欝
訟
を
受
け
、
推

覆
し
て
理
壷
く
し
、
然
る
後
之
を
弾
ず
」
〈
『
遁
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
御
史
肇
)
。
こ
れ
は
永
徽
年
聞
に
成
立
し
た
受
理
制
度
を
再
確
認
L
、
更

に
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
来
は
、
御
史
が
あ
る
違
法
の
事
寅
を
把
渥
し
た
な
ら
ば
、
朝
舎
の
日
に
皇
帝
へ
直
接
に
奏
弾
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
ま
り
、
御

- 90ー

史
は
皇
帝
の
耳
目
と
な
っ
て
違
法
の
事
件
を
糾
弾
す
る
際
に
、

「
関
白
」
・
「
準
獄
」
の
制
限
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
充
分
に
機
能
を
震
揮

し
た
の
で
あ
る
。
御
史
蓋
の
内
部
に
そ
の
貼
で
権
限
の
差
は
存
在
し
な
か
ア
た
。
こ
の
様
子
は

(

叩

〉

故
事
、
蓋
中
に
長
官
無
し
。
御
史
、
人
君
の
耳
目
た
り
。
比
肩
し
て
主
に
事
え
‘
各
々
自
ら
事
を
弾
じ
て
、
相
い
関
白
せ
ざ
る
を
得
。

と
記
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
「
故
事
」
と
は
唐
初
か
ら
中
宗
即
位
ま
で

2
ハ
一
八
1

七
O
五
)
の
こ
と
で
あ
り
、

は
、
御
史
が
弾
劾
前
に
大
夫
や
中
丞
に
「
関
白
」
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。

こ
の
百
年
近
く
の
開

し
か
し
、

お
そ
ら
く
中
宗
期
(
七
O
五
|
七
O
九
〉
か
ら
弾
劾
の
手

順
が
次
第
に
櫨
変
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
決
節
で
検
討
す
る
。

、
弾
劾
制
度
の
襲
容
と
そ
の
政
治
的
背
景

弾
劾
制
度
は
「
準
朕
」
と
「
関
白
」
に
よ
っ
て
大
き
く
餐
化
す
る
。

こ
と
で
あ
る
。

「
関
白
」

t主

「
準
朕
」

の
前
一
に
、

「
準
朕
」
は
、
御
史
が
弾
劾
す
る
前
に
弾
劾
肢
を
中
書
門
下
に
進
め
る

弾
劾
の
件
を
御
史
蓋
の
大
夫
・
中
丞
に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
序
文
に
述
べ
た
よ
う



に
、
こ
の
問
題
を
最
初
に
論
じ
た
の
は
八
重
津
氏
で
あ
る
。
行
論
の
必
要
上
、
前
掲
の
八
重
津
氏
の
論
文
の
諸
論
黙
を
説
明
じ
て
お
き
た
い
。
ー

「
準
朕
」
と
ぺ
関
白
」
制
度
が
形
成
さ
れ
た
時
黙
は
、

「
進
朕
」
の
開
始
は
申
宗
景
龍
三
年
(
七
O
九
)
で
あ
り
(
前
掲
氏
の
論
文
一
八
六
頁
)
、
「
閥
白
」
J

は
玄
宗
開
元
二
二
年
に
始
ま
る

も門
前
掲
氏
の
論
文

ま
ず
、

既
に
八
重
津
氏
の
論
読
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

氏
に
よ
れ
ば

一
八
四
頁
)ρ

ま
た
、
氏
は
『
唐
六
典
』
巻
ご
ニ
・
御
史
蓋
・
御
史
大
夫
僚
の
次
の
二
つ
の
注
に

其
の
百
寮
姦
非
憶
伏
有
れ
ば
、

推
劾
を
専
ら
に
す
る
得
。

中
書
門
下
の
五
品
己
上
、

向
書
省
の
四
、ロ
問
己
上
、
諸
司
の
三
品
巳
上
の
若
き

は
ゾ
則
ち
書
し
て
之
を
進
め
、
並
び
に
中
書
門
下
に
迭
る
。

葺
、
弾
奏
、
皇
帝
の
硯
事
の
日
に
、
~御
史
之
を
奏
す
。
景
龍
三
年
よ
り
以
来
、
一
皆
、
先
に
肢
を
進
路
建
止
を
嬉
き
バ
許
き
る
れ
ぽ
則
ち
之

を
奏
し
、
許
さ
れ
ざ
れ
ば
則
ち
止
む
。

~ 91ー

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
、
御
史
蓋
は
官
僚
の
姦
非
憶
伏
を
も
っ
ぱ
ら
推
劾
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
上
述
し
た
官
品
を
持
つ
官
僚
を
弾
奏

す
右
際
に
天
子
の
も
と
に
「
準
朕
」
し
て
進
止
を
聞
き
、
同
時
に
中
書
門
下
へ
こ
れ
を
迭
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
〈
前
掲
氏
の
論
文
一

八
六
頁
)
。

そ
し
て
、

-
「
準
朕
」
の
慶
止
に
つ
い
て
は
氏
は
『
唐
舎
要
』
巻
六
一
・
御
史
蓋
中
・
弾
劾
の
僚
に

(
粛
宗
)
乾
元
二
年
(
七
五
九
〉
四
月
六
自
殺
す
ら
く
、

冠
を
服
す
、
と
。

御
史
蓋
の
車
事
せ
ん
と
欲
す
る
所
は
、

先
に
肢
を
進
む
る
を
須
い
ず
、

何
お
若

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
、

「
準
扶
L

は
乾
元
二
年
に
罷
め
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
〈
前
掲
氏
の
論
文
一
八
六
頁
〉
。

「
関
白
」
の
慶
止
に
つ
い
で
は
、
氏
は
『
責
治
逼
鑑
』
巻
一
一
一
九
、
粛
宗
至
徳
元
載
(
七
五
六
〉
十
月
の
僚
に
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初
め
、
李
林
甫
相
と
信
用
る
や
、
諌
官
の
言
事
、
皆
な
先
ず
宰
相
に
白
し
、
退
け
ば
則
ち
又
言
う
所
を
以
て
之
に
白
す
。
御
史
の
言
事
は
、

大
夫
の
同
署
を
須
つ
。
是
に
至
り
て
、
放
し
て
量
く
其
の
弊
を
革
め
、
諌
誇
の
塗
を
聞
く
。
叉
宰
相
を
し
て
政
事
に
分
直
し
て
筆
・
承
旨
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せ
し
め
、
旬
日
に
し
て
更
う
。
林
甫
及
び
楊
園
忠
の
専
擢
に
懲
る
が
故
な
り
。

と
あ
る
史
料
、
更
に
『
唐
舎
要
』
巻
六
一
・
弾
劾
の
粛
宗
至
徳
元
載
の
僚
に

詔
す
ら
く
、
御
史
事
を
弾
ず
る
に
、
今
よ
り
以
後
、
大
夫
の
同
署
を
取
る
を
須
い
ず
。
故
事
、
凡
そ
中
外
百
寮
の
事
を
躍
に
弾
劾
す
べ
き

者
は
、
御
史
は
大
夫
に
言
い
、
大
事
は
則
ち
方
幅
も
て
之
を
奏
弾
し
、
小
事
は
則
ち
署
名
す
る
。

と
あ
る
記
事
を
引
い
て
、
「
閥
白
」
は
至
徳
元
載
に
い
た
り
諌
官
の
言
事
に
関
す
る
制
度
と
と
も
に
改
革
さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
「
故
事
」
に

な
っ
て
終
う
の
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
氏
の
論
文
一
八
四
頁
〉
。

即
ち
、

(

江

)

「
関
白
」
は
「
準
扶
」
よ
り
一
一
一
年
早
く
慶
止
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
中
園
の
事
者
に
も
共
通
し
て
い
る
。

以
上
の
氏
の
諸
論
貼
の
う
ち
「
進
紋
」
と
「
関
白
」
の
開
始
の
時
黙
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
た
だ
し
、

献
」
と
「
関
白
」
が
鹿
止
さ
れ
た
時
貼
に
つ
い
て
は
私
は
些
か
疑
問
を
持
つ
の
で
、
以
下
に
考
え
て
み
た
い
。

「
準
獄
」
を
す
る
基
準
や
「
進

「
準
朕
」
と
被
弾
劾
者
の
官
品
の
関
係
か
ら
見
て
み
よ
う
。
前
掲
の
『
唐
六
奥
』
の
二
つ
の
記
事
に
劃
す
る
八
重
津
氏
の
注
穫
に
は

疑
問
が
あ
る
。

ま
ず
、

弾
劾
と
推
劾
の
意
味
が
同
じ
で
な
い
の
で
あ
る
。
弾
劾
と
は
官
僚
の
罪
吠
を
あ
.は
い
て
上
奏
す
る
こ
と
で
あ

り
、
推
劾
と
は
既
に
摘
費
、
或
い
は
糾
弾
し
た
事
件
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
奮
唐
書
』
巻
一
七
下
・
文
宗
下
に

m
文
宗
大
和
七
年
九
月
〉
丙
寅
、
侍
御
史
李
款
閣
内
に
前
邪
州
行
軍
司
馬
鄭
注
を
奏
揮
す
る
に
、
日
く
、
注
、
内
は
救
使
に
逼
じ
、
外
は
朝

官
に
連
な
り
、
南
地
に
往
来
し
、
財
貨
を
卜
射
し
、
董
は
伏
せ
夜
に
動
き
、
化
植
を
干
臨
摘
す
。
人
敢
え
て
書
わ
ず
、
道
路
目
を
以
て
寸
。

法
司
に
付
し
て
情
款
を
推
劾
す
る
を
請
う
、
と
。

と
い
う
の
は

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
侍
御
史
李
款
は
違
法
の
罪
で
鄭
注
を
弾
劾
す
る
と
同
時
に
御
史
蓋
に
こ
の
事
件
の
詳
細
な
内
容
を
調
べ
る
こ
と
を
要
請

し
た
。
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
推
劾
の
報
告
は
弾
劾
の
「
進
朕
」
と
は
遭
う
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
弾
劾
の
「
準
賦
」
は
被
弾
劾
者
の
官

品
と
無
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。

衣
広
「
準
朕
」
と
「
関
白
」
の
底
止
問
題
を
検
討
す
る
。
確
か
に
、
粛
宗
は
即
位
後
、
上
越
の
敷
を
頒
布
し
た
。
粛
宗
の
即
位
赦
文
の
中
に
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(

ロ

〉

も
「
あ
ら
ゆ
る
弾
奏
は
、
一
に
貞
観
の
故
事
に
依
る
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
敷
令
頒
布
の
後
の
具
瞳
的
事
実
か
ら
見
る
と
、
こ
れ

ら
に
よ
っ
て
賓
際
に
「
準
朕
」
と
「
関
白
」
が
消
滅
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
慶
止
に
つ
い
て
の
問
題
を
更
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

ま
ず
、
粛
宗
至
徳
元
年
の
敷
か
ら
十
年
後
の
代
宗
の
大
暦
元
年
(
七
六
六
〉
の
記
載
を
奉
げ
て
み
よ
う
。

(
顔
〉
員
如
上
疏
す
ら
く
、
御
史
中
丞
李
進
等
は
宰
相
の
語
を
停
え
、
準
止
を
奉
ず
と
稽
す
る
に
、

り
、
朕
省
覧
を
俸
ら
ざ
る
も
、
但
だ
奏
す
る
所
多
く
議
開
訟
を
挟
む
。
今
よ
り
事
を
論
ず
る
者
、
諸
司
の
宮
は
皆
な
須
ら
く
先
に
長
官
に
白

し
、
長
宕
拭
宰
相
に
由
し
、
宰
相
怯
可
否
を
定
め
、
然
る
後
に
奏
聞
す
ベ

L
」
と
あ
り
。
:
:
:
宰
相
を
し
て
準
止
を
宣
ベ
し
め
、
御
史
蓋

を
し
て
篠
目
を
作
ら
し
め
、
直
準
せ
し
め
ず
。
:
:
:
今
日
の
事
の
如
き
は
、
噴
古
来
だ
有
ら
ず
n

李
林
甫
、
楊
園
忠
と
難
も
、
猶
お
敢
え

(
刊
以
)

て
公
然
と
此
く
の
如
く
せ
す
。

以
上
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
代
宗
の
大
暦
元
年
に
お
け
る
宰
相
(
元
載
〉
の
専
擢
の
度
合
は
甚
し
く
、

「ま
た
か
か
る
上
奏
を
行
っ
た
顔
員
卿

は
、
ま
も
な
く
長
安
か
ら
峡
州
へ
別
駕
と
し
て
左
遜
さ
れ
た
。
御
史
蓋
は
た
だ
「
作
篠
目
」
を
す
る
の
み
で
、
直
接
に
進
奏
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
-た
こ
と
か
ら
み
て
、
「
準
扶
」
や
「
関
白
」
の
制
度
は
、
そ
れ
以
後
も
ま
だ
績
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
開
b
て
南
宋
の
洪
蓮

(
二
三
ニ
|
一
二

O
二
〉
ば
「
唐
世
の
蓋
官
は
、
-
職
、
糾
弾
に
在
る
と
雄
も
、
然
る
に
進
退
の
従
遣
は
、
皆
、
宰
相
に
出
づ
」
と
い
う
評
論
を

(
U〉

し
て
い
る
。
ま
た
『
唐
舎
要
』
巻
六
一
・
御
史
蓋
中
「
弾
劾
に

建
中
元
年
三
月
、
監
察
御
史
張
著
多
冠
を
冠
り
、
京
兆
予
粂
御
史
中
丞
巌
罫
を
紫
震
殿
に
弾
ず
。
(
中
略
〉
上
(
徳
宗
〉
の
即
位
の
初
、
侍

御
史
朱
敷
奮
制
に
復
せ
ん
こ
と
を
請
い
、
朱
衣
若
冠
を
内
廊
に
置
き
、
犯
す
者
有
ら
ば
、
御
史
服
し
て
以
て
弾
ず
。
又
御
史
を
し
て
専
ら

-弾
劾
せ
し
め
、
復
た
中
丞
、
大
夫
に
関
白
せ
ざ
る
を
得
し
む
。
是
に
至
り
て
(
張
)
著
首
め
て
之
を
行
う
。

「
諸
司
の
官
、
奏
事
頗
る
多
き
に
縁
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と
記
さ
れ
て
い
る
史
料
を
、

八
重
津
氏
自
身
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、

何
の
コ
メ
ン
ト
も
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
貫
一例
か
ら
み
れ
ば
、
や
は

93 

り
、
御
史
は
弾
奏
す
る
前
に
な
お
「
関
白
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
徳
宗
は
重
ね
て
唐
初
の
弾
劾
制
度
の
原
則
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し
か
し
、
そ
の
後
、
す
ぐ
ま
た
元
通
り
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
い
く
ば

(

日

)

く
も
無
く
し
て
、
御
史
張
務
復
た
朋
黛
私
震
を
以
て
中
丞
元
全
柔
を
揮
し
、
衆
議
置
か
ず
。
乃
ち
御
史
に
詔
し
て
専
奉
す
る
を
得
ず
」
と
い
う

を
明
ら
か
に
す
る
震
に
新
詔
令
を
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た。

朕
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も

(
穆
宗
長
慶
)
四
年
〈
八
二
四
)
、

(
日
)

ず。

侍
御
史
知
弾
奏
の
温
造
は
、

復
た
朱
衣
若
冠
を
外
廊
に
置
く
こ
と
を
請
う
も
、

大
臣
温
み
て
行
わ
れ

と
い
う
記
事
が
あ
る
。

た
が
、
結
局
奮
制
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
唐
朝
後
期
に
な
る
と
御
史
の
任
命
制
度
が
獲
わ
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
奮
唐
書
』
巻
一
六
八
・
濁

つ
ま
り
、
弾
劾
す
る
際
に
「
朱
衣
若
冠
」
を
着
用
す
る
こ
と
や
貞
観
時
代
の
制
度
を
一
時
的
に
回
復
し
た
こ
と
は
あ
っ

部
朗
俸
に

憲
府
故
事
、
三
院
の
御
史
は
大
夫
、
中
丞
の
自
既
に
よ
り
、
命
を
朝
に
請
う
。
時
に
握
目
見
、
鄭
居
中
は
憲
長
に
由
ら
ず
し
て
除
せ
ら
る
。

皆
な
丞
相
の
僚
奮
な
り
。
敷
命
行
わ
る
る
と
難
も
、
(
御
史
中
丞
)
朗
垣
み
て
納
れ
ず
。
昼
、
太
常
博
士
に
改
め
、
居
中
、
東
蓋
に
分
司
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す。

と
あ
る
。
こ
れ
は
敬
宗
の
賓
暦
二
年
(
八
一
一
六
)
の
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
前
半
に
は

唐
貞
観
の
初
よ
り
、
:
:
:
其
の
絡
に
除
奔
せ
ん
と
す
る
や
、
皆
な
吏
部
は
(
御
史
)
蓋
の
長
官
、
宰
相
と
議
定
し
、
然
る
後
に
濯
例
に
依

ハロ〉

っ
て
補
奏
す
。

(

同

〉

と
あ
り
、
永
徽
以
後
、
御
史
は
「
多
く
是
れ
敷
授
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
濁
孤
朗
俸
の
「
憲
府
故
事
」
と
は
、

中
三
年
(
七
八
二
)
の
敷
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

建
中
=
一
年
九
月
一
日
殺
す
ら
く
、

お
そ
ら
く
徳
宗
の
建

『
唐
曾
要
』
巻
六
二
・
雑
録
の
僚
に

御
史
大
夫
・
中
丞
、

御
史
を
奏
授
し
、

便
ち
蓋
中
の
職
掌
に
充
つ
る
者
は
、

宜
し
く
H

献
を
占
む
る
ベ

し
。
以
後
並
び
に
此
に
依
っ
て
慮
分
せ
よ
。



と
あ
る
よ
う
に
、
唐
前
期
と
異
な
り
、
大
夫
や
中
丞
が
御
史
を
「
自
辞
」
し
た
の
で
あ
り
、

「
自
辞
」
の
手
線
き
に
沿
わ
ず
に
、

天
子
が
「
敷

命
」
を
行
っ
て
も
御
史
中
丞
は
「
担
み
て
納
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
降
」
の
方
法
は
、
唐
後
半
期
の
中

央
諸
司
の
中
で
は
御
史
牽
で
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。
貞
元
八
年
(
七
九
二
)
宰
相
で
あ
る
陸
費
は
中
央
で
薦
事
制
度
を
寅
施
す
る
建
議
を
出

し
た
こ
と
が
あ
る
。

『
奮
唐
書
』
巻
一
一
一
一
九
・
陸
賛
俸
に

(
陸
)
賛
政
事
を
知
す
る
に
及
び
、
蓋
省
長
官
は
属
官
を
自
薦
す
る
を
許
し
、
何
お
之
を
保
任
し
、
事
噴
敗
あ
ら
ば
、
奉
主
を
粂
坐
せ
し

め
る
こ
と
を
請
う
。
上
之
を
許
す
。
俄
か
に
叉
旨
を
宣
し
て
日
く
、
「
外
議
に
云
う
、

一諸
司
暴
げ
る
所
、
多
く
親
黛
を
引
用
し
、
粂
ね
て

賂
遣
を
逼
じ
、
賓
才
を
得
ず
、
と
。
此
の
法
之
を
行
う
は
便
に
あ
ら
ず
。
今
後
卿
等
は
宜
し
く
自
ら
選
揮
し
、
諸
司
の
延
薦
を
用
い
る
こ

と
な
か
れ
。
」
と
。

(
印
)

と
あ
る
。
し
か
し
、
陸
賛
は
初
志
を
饗
え
ず
、
更
に
「
請
許
蓋
省
長
官
奉
薦
廃
吏
朕
」
を
徳
宗
に
上
奏
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
結
局
賓
施
さ
れ

(

初

〉

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
御
史
蓋
の
「
自
辞
」
の
み
は
、
ぞ
の
ま
ま
残
っ
た
の
で
あ
る
。
『
唐
舎
要
』
巻
六

0
・一御
史
基
上
・
御
史
中
丞
の
僚
に

(
元
和
〉
九
年
、

24度
御
史
中
丞
と
震
る
。
奏
し
て
桂
従
を
侍
御
史
、
知
雑
事
と
漏
す
。
(
表
)
度
相
と
作
る
に
及
び
、
奏
し
て
自
ら
に
、

代
り
て
御
史
中
丞
と
矯
す
。
(
崖
)
従
色
を
正
じ
て
朝
に
立
ち
、
弾
奏
す
る
に
権
倖
を
避
け
ず
。

重
、
勇
退
な
る
者
を
先
に
す
。
時
論
之
を
嘉
す
。
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-
・
・
・
・
・
九
そ
取
る
所
の
御
史
、

必
ず
質

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
御
史
や
侍
御
史
等
の
採
用
に
は
、
御
史
蓋
の
大
夫
・
中
丞
か
ら
の
推
薦
を
受
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
御
免
の
大
夫
・
中
丞
へ
の
従
属
度
は
、
か
な
り
高
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
安
史
の
観
以
後
の
粛
宗
、
あ
る
い
は
徳
宗
は
、
貞
親
の
奮
制
に
戻
す
こ
と
を
目
指
し
て
、
努
力
を
し
た
が
、

，責
を
結
ば
な
か
っ

た
。
宰
相
の
専
権
が
強
ま
り
、
大
夫
・
中
丞
ら
の
擢
能
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
中
で
、
御
史
が
「
準
肢
」
や
「
関
白
」
な
し
に
自
由
に
一
弾
劾

95 

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

な
お
、
宋
代
の
『
皇
朝
類
苑
』
巻
二
五
・

「
御
史
言
事
不
自
長
官
」
の
俸
に
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御
史
蓋
故
事
、
三
院
の
御
史
の
言
事
は
必
ず
先
に
中
丞
に
白
す
。
劉
子
儀
中
丞
と
震
り
て
よ
り
始
め
て
蓋
中
に
腸
す
、
今
後
御
史
言
う
所

有
ら
ば
先
に
中
丞
・
雑
端
に
白
す
を
須
い
ず
、
と
。
今
に
至
る
ま
で
此
く
の
如
し
。

と
言
う
記
事
が
あ
る
。
上
述
し
た
御
史
蓋
の
故
事
は
恐
ら
く
、
前
掲
し
た
李
林
甫
時
代
に
形
成
さ
れ
た
「
御
史
の
言
事
は
、
大
夫
の
同
署
を
須

つ
」
を
き
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
『
宋
史
』
巻
三

O
五
・
劉
錆
〈
子
儀
〉
俸
に
よ
る
と
、
彼
が
中
丞
に
な
っ
た
の
は
、
仁

宗
印
位
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
唐
代
の
御
史
蓋
の
閥
自
制
度
は
北
宋
の
仁
宗
期
に
ま
で
績
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、

よ
う
や
く
関
白
制
度
は
慶
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

女
に
、

「
準
扶
」
と
「
関
白
」
が
登
場
し
た
背
景
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
準
扶
」
の
開
始
は
中
宗
景
龍
三
年
(
七
O
九
)
で
あ
り
、

ハヨ

こ
の
年
の
二
月
の
丙
申
(
九
日
)
に
監
察
御
史
昼
琉
が
則
天
武
后
の
従
父
姉
の
子

で
あ
る
宗
楚
客
を
潜
か
に
戎
秋
に
逼
じ
、
其
の
貨
賂
を
受
け
た
こ
と
で
弾
劾
し
た
事
件
が
起
き
た
(
『
遁
鑑
』
巻
二

O
九
〉
。
詳
細
な
記
事
が
『
奮

唐
書
』
巻
九
二
・
宗
楚
客
俸
に

景
龍
中
、
西
突
蕨
裟
菖
と
阿
史
那
忠
節
は
不
和
な
り
、
麗
し
ば
相
い
侵
擾
し
、
西
睡
不
安
な
り
。
安
西
都
護
郭
元
振
、
奏
し
て
忠
節
を
内

地
に
徒
さ
ん
こ
と
を
請
う
。
楚
客
は
菅
卿
・
庭
前
等
と
、
各
お
の
忠
節
の
重
賂
を
納
め
、
奏
し
て
兵
を
護
し
以
て
裟
嘉
を
討
つ
こ
と
を
請

う
。
元
振
の
奏
す
る
所
を
納
れ
ず
。
裟
菖
知
り
て
大
い
に
怒
り
、
丘
ハ
を
奉
げ
て
入
窟
し
、
甚
だ
謹
患
と
震
る
。
是
に
於
い
て
監
察
御
史
雀

琉
、
楚
客
等
を
劾
奏
し
て
日
く
「
〈
中
略
〉
」
。
奮
制
、
大
臣
、
御
史
の
封
伎
弾
劾
を
被
る
者
有
ら
ば
、
開
ち
術
倭
趨
出
し
、

て
罪
を
待
つ
。
楚
客
更
に
時
鯨
し
色
を
作
し
て
準
み
、
自
ら
執
性
忠
腰
な
る
を
以
て
、
碗
の
謹
奏
を
被
る
と
言
う
。
中
宗
寛
に
其
の
事
を

窮
蔑
す
る
あ
た
わ
ず
、
逮
か
に
碗
を
し
て
楚
客
等
と
結
び
て
義
兄
弟
と
篤
し
、
以
て
之
を
和
解
せ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
の
時
、
宗
楚
客
は
同
中
書
門
下
三
品
、
紀
慮
執
は
侍
中
で
あ
り
、
お
り
し
も
「
武
章
の
蹴
」
の
後
期
に
嘗
た
っ
て
い
る
。
嘗
時
の

政
治
は
武
周
期
の
延
長
上
に
あ
り
、
朝
政
は
章
后
・
娘
の
安
祭
公
主
及
び
則
天
武
后
の
従
兄
弟
で
あ
る
武
三
思
等
の
敷
人
に
左
右
さ
れ
て
い

朝
堂
に
立
ち



た
。
宗
楚
客
と
紀
慮
前
は
「
奪
后
・
安
楽
公
主
之
を
親
頼
し
、
紀
慮
前
と
黛
と
帰
り
、
世
に
宗
紀
と
競
す
」
(
『
新
唐
書
H
t

巻一

O
九
・
宗
楚
客
停
)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
武
三
思
の
補
佐
者
、
意
后
の
黛
涯
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
・
紀
二
人
は
弾
劾
に
劃
し
て
強
く
反
駁
で
き
た
。
そ

し
て
、
こ
の
事
件
の
わ
ず
か
二
週
間
の
後
、
「
準
朕
」
制
度
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
記
事
が
『
唐
舎
要
』
巷
こ
五
・
百
官

奏
事
の
僚
に
あ
る
J

ハ
景
龍
Y
三
年
二
月
二
十
六
日
に
至
り
て
敷
す
ら
く
、
諸
司
、
大
事
を
奏
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
並
び
に
向
前
三
日
に
、
奏
す
る
所
の
賦
一
本

を
録
し
て
バ
党
に
進
め
、
長
官
を
し
て
親
押
せ
し
め
、
剣
官
掛
伏
し
て
面
奏
せ
し
む
。
其
の
御
史
の
弾
事
も
亦
-K
先
に
肢
を
準
め
よ
と
。

更
に
け
と
の
敷
令
と
弾
劾
事
件
に
関
わ
る
明
確
な
記
載
が
『
陪
唐
嘉
話
』

、巻
下
に
あ
る
。

握
可
知
瀦
、
中
宗
期
に
侍
御
史
と
震
る
。
宗
楚
客
の
反
を
弾
ず

0

1

〈
楚
客
〉
気
を
盛
ん
に
し
て
色
を
作
す
。
一
帝
之
を
優
め
て
問
わ
じ
め

ず
。
因
っ
て
詔
す
ら
く
、
人
を
弾
ず
る
ご
と
に
必
ず
先
に
内
肢
を
進
め
、
許
さ
る
れ
ば
乃
ち
可
な
り
J
と
。
自
後
以
て
故
事
と
震
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
一
般
の
御
史
は
正
式
な
弾
劾
を
行
う
前
に
、
必
ず
弾
劾
朕
を
中
書
・
門
下
二
省
の
長
官
に
、遭
っ
て
審
査
を
受
け
、
許
さ
れ
れ
ば

よ
う
や
く
弾
劾
を
貫
行
す
る
。
こ
れ
よ
り
御
史
の
弾
劾
の
自
主
権
は
、
縮
小
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

- 97ー

次
に

τ
関
白
」
の
背
景
を
み
よ
う
。

「
関
白
」
の
問
題
は
、
す
で
に
則
天
武
后
の
長
安
四
年
(
七
O
四
)
一
一
一
月
に
、
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。
『
逼
典
』
巻
二
四
・
職
官
典
六
・
監

察
侍
御
史
の
篠
の
注
に

一御
史
大
夫
李
承
嘉
嘗
て
諸
御
史
を
召
し
、
之
を
責
め
て
日
く
「
近
日
弾
事
を
ば
大
夫
に
諮
ら
ず
、
櫨
な
る
か
」
と
。
衆
敢
え
て
劃
え
ず
。

(
監
察
御
史
粛
〉
至
忠
進
み
て
固
く
う
故
事
、
蓋
中
に
長
官
無
く
、
御
史
は
人
君
の
耳
目
た
り
、
比
肩
し
て
主
に
事
え
、
各
々
自
ら
事
を

弾
じ
て
相
い
関
白
せ
ざ
る
を
得
。
若
し
先
に
大
夫
に
白
し
弾
事
を
許
さ
ば
、
大
夫
を
弾
ず
る
如
き
は
誰
に
白
す
か
を
知
ら
ず
」
と
。
承
嘉

黙
然
と
し
て
其
の
剛
正
を
偉
る
。

一
4

G

I

K

づ

「
近
日
」
、
御
史
は
環
劾
す
る
前
に
、
大
夫
に
報
告
し
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
は
、
櫨
儀
に
か
な
う
か
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
言
葉

97 

と
あ
る
。
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か
ら
す
る
と
、

「
近
日
」
以
前
に
は
「
閥
自
」
を
必
要
と
し
な
い
故
事
が
存
在
す
る
一
方
で
弾
劾
の
前
に
大
夫
、
中
丞
に
苔
詞
し
た
こ
と
が
あ

司
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
丞
が
結
局
一
御
史
の
謹
言
で
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
容
詞
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
も

の
で
し
か
な
か
司
た
と
思
わ
れ
る
。

中
宗
の
復
辞
後
、
前
掲
の
『
唐
舎
要
』
巻
二
五
・
百
官
奏
事
の
僚
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
御
史
が
弾
事
す
る
時
先
に
肢
を
進
め
、

し
て
親
押
せ
し
む
」
と
い
う
手
績
き
を
踏
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
親
押
」
は
、
長
官
の
著
名
で
あ
り
、
賞
際
に
は
「
関
白
」
と
同
じ
と
考

え

て

よ

い

。

し

か

し

、

ま

っ

た

く

残

っ

て

お

ら

ず

、

恐

ら

く

こ

の

時

黙

で

は

ま

だ

制

度

化

し

て

い

な

か

「
長
官
を

「
親
押
」
に
闘
す
る
具
瞳
的
史
料
は
、

司
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

「
関
白
」
の
登
場
す
る
直
前
に
、
注
目
す
べ
き
な
の
が
御
史
大
夫
雀
隠
甫
で
あ
る
。
彼
は
、
開
元
一
四
年
、
訴
訟
肢
の
受
理
制
度
の
最
終
的

定
着
を
寅
現
し
、
同
僚
の
中
丞
字
文
融
・
李
林
甫
と
と
も
に
政
散
の
宰
相
張
設
を
弾
劾
し
た
。
『
嘗
唐
書
』
巻
一
八
五
下
・
良
吏
俸
の
本
俸
に

穏
甫
職
に
在
り
て
強
正
、
回
避
す
る
所
無
し
。
:
:
:
叉
憲
司
の
故
事
は
、
大
夫
己
下
監
察
御
史
に
至
る
ま
で
、
競
い
て
官
政
を
爵
し
、
略

ぽ
承
菓
無
し
。
隠
甫
一
切
督
責
し
、
事
大
小
と
無
く
、
悉
く
諮
決
せ
し
め
、
精
や
意
に
件
う
者
有
ら
ば
、
便
ち
列
し
て
其
の
罪
を
上
す
。
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前
後
庇
期
す
る
者
殆
ん
ど
牢
ば
し
、

是
の
多
、

奮
例
、
皆
な
委
細
参
問

群
僚
側
目
す
。
敷
し
て
隠
甫
を
し
て
外
官
の
考
を
校
せ
し
む
。

し
J

春
を
経
る
に
土
木
だ
定
ま
ら
ず
。
隠
甫
、
天
下
の
朝
集
使
を
召
し
て
、
一
時
に
省
中
に
集
め
、
一
日
に
し
て
校
考
便
ち
畢
る
。
時
人
其

の
敏
断
に
伏
す
。
一
帝
嘗
て
謂
い
て
日
く
「
卿
は
御
史
大
夫
た
り
、
海
内
威
な
稽
職
と
云
う
、
甚
だ
朕
の
委
ぬ
る
所
に
副
う
な
り
。
」
と
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
諮
決
」
が
、
則
ち
「
関
白
」
の
さ
き
が
け
を
な
す
も
の
だ
ろ
う
。

「
関
白
」
が
制
度
と
し
て
登
場
し
た
時
は
、
李
林
甫
が
宰
相
で
あ
っ
た
。

『
唐
語
林
』
巻
八
に

開
元
の
末
、
宰
相
は
御
史
の
楼
重
き
を
以
て
、

、途
に
制
し
て
弾
奏
者
を
し
て
先
に
中
丞
・
大
夫
に
諮
ら
し
め
、
皆
な
通
ず
れ
ば
許
す
。
又

中
書
・
門
下
に
於
い
て
肢
を
温
じ
先
に
白
し
、
然
る
後
奏
す
る
を
得
。
是
れ
よ
り
御
史
特
奏
す
る
を
得
ず
、
威
権
大
い
に
減
ず
。

と
記
し
て
い
る
。
開
元
の
末
の
宰
相
は
李
林
甫
と
牛
仙
客
の
二
人
で
あ
る
が
、
牛
仙
客
は
「
既
に
相
位
に
居
る
や
、
濁
り
其
の
身
を
善
く
し
、



唯
諾
す
る
の
み
」
(『
葎
唐
書
』
巻
一
O
三
・
牛
仙
客
惇
)
で
あ
る
の
で
、
こ
の
宰
相
は
嘗
時
寅
擢
を
握
っ
て
い
た
李
林
甫
を
指
し
て
い
る
。

以
上
の
事
賞
か
ら
み
れ
ぽ
、
'
「
開
白
」
の
登
場
は
突
護
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
鰹
て
次
第
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
何
故
、
武
周
時
代
に
責
施
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
開
元
の
中
期
に
な
る
と
、
定
着
す
る
に
到
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
唐
代
の
御
史
蓋

(

幻

)

で
は
御
史
大
夫
と
御
史
の
聞
に
「
抗
薩
」
の
慣
行
が
あ
っ
た
。
「
抗
躍
」
と
は
、
御
史
た
ち
が
大
夫
と
あ
う
と
き
に
奔
を
行
わ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
則
夫
武
后
の
光
宅
元
年
、
右
粛
政
御
史
蓋
大
失
意
思
謙
は
、
奔
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

『
奮
唐
書
』
巻
八
八
・
意
思
謙
俸
に

fi 

大
夫
、
蓄
、
御
史
と
抗
種
な
り
、
思
謙
濁
り
坐
し
て
其
の
奔
を
受
く
。
或
る
ひ
と
以
て
僻
を
帰
す
。
思
謙
日
く
「
園
家
の
班
列
、
自
か
ら

差
等
有
り
、
奈
何
ぞ
姑
息
を
以
て
事
と
震
さ
ん
や
」
と
。

と
あ
る
が
、
そ
の
後
、
開
元
二
四
年
六
月
に
「
李
適
之
大
夫
と
漏
り
、
皆
な
奔
を
受
く
。
時
議
、
之
を
是
と
す
」
と
わ
ざ
わ
ざ
特
記
す
る
と

(

幻

〉

こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
の
聞
に
「
抗
薩
」
が
復
活
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
前
者
の
章
思
謙
の
場
合
、
「
坐
受
其
奔
」
の

後
、
す
ぐ
に
異
議
が
飛
び
出
し
た
が
、
逆
に
、
後
者
の
李
適
之
の
場
合
一
は
「
時
議
が
こ
れ
を
是
と
し
た
」
こ
と
で
あ
る
。
開
元
期
に
な
る
と
御

史
大
夫
・
中
丞
と
御
史
の
関
係
に
劃
す
る
見
方
が
こ
の
よ
う
に
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
「
諮
決
」
、
「
抗
麓
」
、
「
関
白
」
等
の
事
柄

に
は
関
連
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

- 99ー

「
準
朕
」

‘や
「
闘
白
」
の
獲
化
は
、
い
ず
れ
も
御
史
の
弾
劾
の
力
を
弱
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
逆
に
、
御
史
大
夫
と
中
丞
及
び
中

書
門
下
の
宰
相
等
の
権
力
は
、
次
第
に
伸
び
た
。
開
元
二
四
年
(
七
三
六

γ
十
一
月
、
宰
相
と
な
っ
て
わ
ず
か
三
年
目
の
李
林
甫
に
つ
い
て
、

人
主
の
親
轄
を
蔽
塞
し
、

一自
ら
大
権
を
一専
ら
に
せ
ん
と
欲
す
。
明
ら
か
に
諸
諌
宮
を
召
し
て
謂
て
日
く
、
今
明
主
上
に
在
り
、
群
臣
終
に

‘之
に
順
わ
ん
と
す
る
に
暇
あ
ら
ず
、
烏
ん
ぞ
多
言
す
る
を
用
い
ん
や
。
諸
君
伎
に
立
つ
馬
を
見
ざ
る
か
、
三
品
の
料
を
食
べ
、

け
ば
輔
ち
斥
け
去
る
。
之
を
悔
ゆ
る
も
何
ぞ
及
ば
ん
。
と
。
(
『
遁
鑑
』
倉
一
二
四
ν
。

と
い
う
話
が
あ
り
、
『
新
唐
書
』
巻
一
一
二
三
上
・
姦
臣
俸
に
も

一
た
び
鳴

99 
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林
甫
相
に
居
る
こ
と
凡
そ
十
九
年
、
寵
を
国
め
権
を
市
う
、
諌
官
皆
な
様
を
持
し
て
責
を
養
う
。
敢
え
て
正
言
す
る
者
無
し
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
李
林
甫
が
'専
権
政
治
を
貧
現
す
る
過
程
で
、
弾
劾
権
限
を
持
っ
て
い
る
御
史
と
、
皇
帝
に
進
言
す
る
擢
限
を
持
っ
て
い
る

諌
官
等
は
、
最
大
の
障
害
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
限
を
弱
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
李
林
甫
の
み
に
隈
ら
れ

ず
、
こ
れ
以
前
の
宰
相
挑
崇
に
も
み
ら
れ
る
。
『
奮
唐
書
』
巻
一
八
八
・
孝
友
・
雇
河
俸
に

時
に
監
察
御
史
宋
宣
遠
、
虚
僚
慢
の
親
な
る
を
侍
み
〉
頗
る
法
を
犯
す
、
(
御
史
中
丞
握
〉
河
、
奉
げ
て
之
を
劾
子
。
又
挑
崇
の
子
光
旅

少
卿
券
、
東
都
に
留
司
し
、
頗
る
賓
客
を
通
じ
、
贋
〈
賄
賂
を
納
む
。
河
叉
、
賂
に
其
の
事
を
按
験
せ
ん
と
す
。
挑
・
車
時
に
政
事
に
在

り
、
逮
か
に
汚
の
史
才
有
る
を
薦
め
、
轄
じ
て
著
作
郎
と
粛
す
、
其
の
質
、
擢
を
去
る
な
り
。

と
あ
り
、
『
嘗
唐
書
』
巻
一

O
一
李
火
俸
に
も

(
李
〉
火
門
下
に
在
り
、
駁
正
す
る
所
多
し
。
開
元
初
、
桃
山
宗
紫
微
令
と
震
り
、
火
を
薦
め
て
紫
微
侍
郎
と
震
す
。
外
は
薦
賢
に
託
し
、

其
の
賞
、
引
き
て
己
れ
の
下
に
在
ら
し
め
、
其
の
糾
駁
の
権
を
去
る
な
り
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賢
相
と
言
わ
れ
る
挑
崇
で
さ
え
も
、
御
史
蓋
や
門
下
省
か
ら
の
糾
弾
、
糾
駁
が
、
自
分
の
利
盆
に
反
す
る
と
、
こ
れ
を

阻
止
す
る
奉
に
出
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
御
史
の
権
限
縮
小
は
、
宰
相
の
意
志
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
準
賦
」
と
「
関
白
」
の
出
現
は
、
い

ず
れ
も
宰
相
が
専
権
政
治
を
寅
施
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
挑
崇
の
場
合
は
ま
だ
特
定
の
御
史
を
劃
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

開
元
中
期
以
後
、
宰
相
が
制
度
的
に
も
御
史
の
権
限
を
制
限
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

開
元
中
期
以
後
、
宰
相
に
限
ら
ず
、
中
央
各
官
臆
の
長
官
及
び
地
方
長
官
に
権
力
が
次
第
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
。
御
史
蓋
の
例
も
こ
の

事
象
の
一
側
面
で
『あ
っ
た
。

こ
の
時
期
は
貴
族
政
治
か
ら
君
主
濁
裁
政
治
へ
移
行
す
る
重
要
な
轄
換
期
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
那
波
利
貞
氏
は
綿
密
な
考
察
の
上

(
お
)

で
、
唐
宋
襲
革
期
の
一
連
の
重
要
な
務
化
は
、
殆
ど
開
元
末
期
か
ら
天
賓
初
期
ま
で
の
段
階
に
護
生
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
特
に
門
下
省
の
政

(MC 

事
堂
が
中
書
省
内
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
貴
族
政
治
か
ら
君
主
濁
裁
政
治
へ
移
行
し
た
重
要
な
表
徴
と
さ
れ
る
。
谷
川
道
雄
氏
も
「
そ
れ
は
宰
相

-100-



(

お

)

の
専
横
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
一
種
の
君
主
濁
裁
制
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
弾
劾
の
、制
度
の
獲
容
も
、

(
m
m
)
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
饗
草
ぽ
ま
だ
揺
藍
期
に
あ
り
、
未
成
熟
の
部
分
を
多
く
残
し
て
い
r

た
。
官
長
へ
の
権
限
集
中
は
君
主
猫
裁
と
封

立
す
る
側
面
を
有
し
、
擢
力
機
構
の
バ
ラ
ン
ス
は
失
わ
れ
た
。
安
史
の
飽
は
こ
う
し
た
政
治
護
展
の
結
果
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

勺
れ
ら

の
問
題
の
解
決
は
、
宋
代
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
宋
代
は
ま
さ
に
こ
の
轄
換
期
の
課
題
を
解
決
し
て
君
主
濁
裁
制
を
確
立
し
た
王
朝
で
あ
る
。

特
に
、
北
宋
初
期
の
百
年
間
で
は
諌
官
御
史
-の
言
事
、
糾
弾
の
職
能
を
極
め
て
重
視
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
、
北
宋
の
紳
宗
照
寧
四
年
(
一

O

ご
の
時
代
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
筈

七
一
〉
二
月
、
蘇
拭
の

t

「
上
神
宗
皇
帝
書
L
に

而
し
て
建
隆
〈
九
六
O
)
よ
り
以
来
、

:
:
:
(
蓋
諌
の
官
〉
風
聞
を
以
て
す
る
を
許
し
、

↑市
し
て
官
長
無
し
。
風
采
の
撃
る
所
、
傘
卑
を

間
わ
ず
。
乗
輿
に
言
及
す
れ
ば
、
則
ち
天
子
容
を
改
め
、
事
、
廊
廟
に
関
す
れ
ば
、
則
ち
宰
相
罪
を
待
つ
o
-
故
に
仁
宗
の
世
、
議
者
、
宰

(
幻
〉

相
の
但
だ
蓋
諌
の
風
旨
を
奉
行
す
る
の
み
な
る
を
識
る
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
か
ら
見
れ
ば
、
北
宋
に
な
る
と
、
ま
た
、
唐
初
の
「
一
風
間
奏
事
」
の
弾
奏
方
法
が
戻
っ
て
き
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
宰
相
は
御
史
蓋
・
諌
官
の
寸
風
旨
」
に
よ
っ
て
事
を
行
い
、
御
史
の
地
位
と
権
力
は
高
く
な
っ
て
、
唐
の
李
林
甫
以
来
の
宰
相

専
樺
の
問
題
も
克
服
さ
れ
た
と
思
う
。

A
U
 

句ム

四
、
小

結-

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
弾
劾
の
獲
容
は
中
宗
時
期
か
ら
開
元
の
末
期
ま
で
次
第
に
完
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弾
劾
の
境
容
の
軌
跡
か
ら
言

え
ば
、
「
準
賦
」
を
除
き
、
御
史
蓋
の
多
く
の
獲
動
は
、
開
元
中
期
以
後
に
生
じ
て
い
る
。
訴
肢
の
受
理
、
受
昇
、
「
諮
決
」
と
い
っ
た
獲
化

は
開
元
中
期
に
な
っ
て
定
着
し
た
。
そ
し
て
、
末
期
に
は
李
林
甫
の
考
え
に
よ
っ
て
「
関
白
」
が
登
場
し
た
。
「
闘
自
」
は
、
御
史
大
夫
に
報

告
す
る
の
み
で
は
な
く
、
全
て
の
弾
劾
の
活
動
を
宰
相
李
林
甫
が
制
御
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
御
史
葦
に

も
、
宰
相
の
奪
権
政
治
の
影
響
が
及
ぶ
に
至
っ
た
。
安
史
の
飽
以
後
、
粛
宗
や
律
宗
は
幾
度
か
「
準
朕
」
や
「
関
白
」
等
の
制
度
を
底
止
し
、

主01
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貞
観
の
奮
制
に
戻
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
祉
舎
の
性
質
は
既
に
襲
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
努
力
は
さ
し
た
る
数
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
要

す
る
に
、
弾
劾
制
度
の
襲
容
は
、
唐
帝
園
の
園
家
権
力
の
獲
質
の
側
面
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

註〈
1
〉
『
唐
舎
要
』
各
六

0
・
御
史
妻
。

(
2
〉
唐
代
監
察
制
度
に
闘
す
る
論
著
は
既
に
多
く
渓
表
さ
れ
て
い
る
が
、

以
下
に
本
稿
作
成
に
嘗
た
っ
て
参
考
に
し
た
も
の
の
み
を
奪
げ
る
。

築
山
治
=
一
郎
「
唐
代
に
お
け
る
御
史
と
酷
吏
に
つ
い
て
」
〈
『
京
都
府

立
大
暴
風
平
術
報
告
』
、
人
文
一
六
l
一
九
、
一
九
六
四
J
六
七
年
。
の

ち
『
唐
代
政
泊
調
度
の
研
究
』
創
元
社
、
一
九
六
七
年
枚
録
)
。

八
重
津
洋
卒
「
唐
代
御
史
制
度
に
つ
い
て
付
同
」
(
『
法
と
政
治
』
関

西
皐
院
大
皐
一
一
一
|
三
、
二
二
|一三
、
一
九
七

O
、
七
一
)
。

根
本
誠
「
『
因
話
録
』
に
よ
る
御
史
肇
に
つ
い
て
」
(
『
早
稲
田
大
準

大
曲
学
院
文
察
研
究
科
紀
要
』
一
五
、
一
九
七

O
Y

王
欝
南
「
唐
代
御
史
制
度
」
(
『
労
貞
一
先
生
八
秩
策
慶
論
文
集
』
、

重
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
三

盆
迫
逮
・
馬
長
林
「
唐
代
監
察
制
度
述
論
L

(

『
歴
史
研
究
』
一
九
八

五
l
五)。

張
園
剛
『
唐
代
官
制
』
(
一
一
一
秦
出
版
社
、
一
九
八
七
〉
、
第
四
章
監
察

機
関
。彰

勃
・
襲
飛
『
中
園
監
察
制
度
史
』

九
八
九
三

楊
鴻
年
・
歌
陽
議
『
中
園
政
制
史
』

八
三

(
中
園
政
法
大
皐
出
版
社
、
一

(
安
徽
数
育
出
版
社
、
一
九
九

池
田
温
「
韓
琉
『
御
史
肇
記
』
に
つ
い
て
」
〈
『
布
目
潮
楓
博
土
古
稀

記
念
論
集
・
東
ア
ジ
ア
の
法
と
社
曾
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九

O
)。

胡
治
津
『
唐
代
御
史
制
度
研
究
』
(
文
津
出
版
社
、
一
九
九
三
〉
。

(
3
)

例
え
ば
、
註
(

2

)

の
徐
漣
達
、
影
勃
、
楊
鴻
年
氏
等
の
論
文
が
そ
う

で
あ
る
。

(

4

)

前
掲
註
(
2
〉
の
築
山
氏
の
論
文
を
参
照
。

(
5
〉
前
掲
註
(

2

)

の
根
本
氏
の
論
文
。

(

6

)

こ
こ
に
引
用
し
て
い
る
「
南
床
百
日
」
の
句
讃
法
は
、
日
本
宮
内
藤

書
陵
部
厳
北
宋
本
『
遁
典
』
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
中
華

書
局
校
勲
本
『
遁
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
侍
御
史
の
僚
に

侍
御
史
之
職
有
四
、
謂
推
、
頭
、
公
瞬
、
雑
事
。
:
:
:
食
坐
之
南
設

横
楊
、
謂
之
「
南
床
」
。
殿
中
、
監
察
不
得
坐
。
凡
侍
御
史
之
例
、

不
出
累
月
、
則
選
登
南
省
、
故
競
潟
「
南
床
」
。
百
日
察
其
行
止
出

入
、
揖
譲
去
就
、
殿
中
以
下
皆
菓
而
随
之
、
前
後
腐
失
者
有
罰
。

と
あ
る
。
『
、通
鏡
』
巻
二
九
三
・
後
周
紀
四
・
世
宗
瀬
徳
四
年
五
月
僚

の
胡
三
省
の
註
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

杜
佑
遁
典
目
、
知
雑
事
、
謂
之
南
床
、
殿
中
、
監
察
不
得
坐
。
凡
侍

御
史
之
例
、
不
出
累
月
、
遁
登
南
省
、
故
謂
之
南
床
。
百
官
察
其
行

止
出
入
、
揖
譲
去
就
、
殿
中
以
下
皆
裏
而
随
之
。

ま
た
『
太
卒
御
覧
』
袋
二
二
七
・
職
官
部
二
五
・
侍
御
史
の
僚
に
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?凡
侍
御
史
之
例
、
不
出
累
月
則
遜
登
南
省
、
故
貌
盛
岡
南
床
百
日
。
客

其
行
止
出
入
揖
譲
去
就
、
殿
中
以
下
皆
菓
而
随
之
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
中
華
書
局
絞

勲
本
の
句
讃
お
よ
び
『
逼
鑑
』
の
讃
み
は
正
し
い
と
言
え
な
い
し
、

『
遜
鑑
』
で
は
「
百
日
」
を
「
百
官
」
に
誤
記
し
、
『
太
卒
御
覧
』
で

は
「
察
」
を
「
客
」
に
誤
記
し
て
い
る
。

(

7

)

註
(
2
〉
広
紹
介
し
た
彰
勃
と
楊
鴻
年
等
の
論
結
も
そ
う
で
あ
る
。

(
8
〉
例
え
ば
、
『
奮
唐
書
』
巻
七
六
・
萄
玉
惰
停
、
巻
九
九
・
張
嘉
貞

停
、
各
一

O
一
・
壁
毒
、
巻
一
一
一
一
七
・

徐
浩
慢
巻

一
四
六
・
楊
懇

俸
な
一ど
に
見
え
る
。

(
9
〉
こ
こ
に
{
章
:
十
二
行
本
作
「
史
官
」
;
乙
十
一
行
本
同
;
孔
本
同
】

と
記
し
て
い
る
校
勘
記
が
あ
る
が
、
文
脈
上
か
ら
見
れ
ば
、
「
史
官
」

の
ほ
う
が
正
し
い
k
思
う
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、
『
唐
曾

要
』
巻
五
六
・
起
居
郎
起
居
合
人
の
僚
の
蘇
氏
自
に

及
高
宗
朝
食
、
端
扶
無
言
、
有
司
唯
奏
曲
附
見
ニ
事
。
其
後
許
敬
宗
、

李
義
府
用
棒
、
多
妄
論
奏
、
恐
史
官
直
書
其
短
、
途
奏
令
随
佼
使

出
、
不
得
備
聞
機
務
、
因
震
故
事
。

と
述
べ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

(
叩
〉
『
遁
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
監
察
御
史
の
候
。

(
江
〉
註
(

2

)

に
紹
介
し
た
張
園
剛
、
彰
勃
、
楊
鴻
年
、
胡
治
淳
氏
等
の
諸

設
は
そ
う
で
あ
る
。

〈
ロ
〉
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
一
。

(
日
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
一
一
八
・
顔
員
卿
俸
に

時
元
載
引
用
私
黛
ぉ
催
朝
臣
論
奏
其
短
、
乃
請
、
百
官
民
欲
論
事
、

皆
先
白
長
官
、
長
官
自
宰
相
、

，然
後
上
問
。
民
卿
上
疏
、
御
史
中
丞

李
準
等
停
宰
担
語
、
稽
奉
進
止
、
「
縁
諸
司
官
奏
事
頗
多
、
股
不
俸

省
覚
、
但
所
奏
多
挟
議
致
。
自
今
論
事
者
、
諸
司
官
皆
須
先
白
長

官
、
長
官
白
宰
相
、
宰
相
定
可
否
、

然
後
奏
問
者
。
」
臣
自
開
此
語

己
来
、
朝
野
君
然
、
人
心
亦
多
衰
退
。

i

何
則
、
諸
司
長
官
皆
逮
官

也、
‘
言
皆
奪
還
於
天
子
也
。
郎
官
、
御
史
者
、
陛
下
腹
心
耳
目
之
臣

也
@
故
其
出
使
天
下
、
事
無
E
細
得
失
、
皆
令
訪
察
、
週
日
奏
問
、

所
以
明
四
目
、
遠
四
聴
也
、
今
陛
下
欲
自
扉
耳
目
、
使
不
聴
晩
、
則

天
下
何
逃
駕
。
:
:
:
令
宰
相
宣
準
止
、
使
御
史
肇
作
傍
目
、
不
令
直

進。
ー従
此
人
人
不
敢
奏
事
、
則
陛
下
問
見
、
只
在
三
数
人
耳
。
天
下

之
士
、
方
錯
ロ
結
舌
、
陛
下
後
見
無
人
奏
事
、
必
謂
朝
廷
無
事
可

論
、
畳
一知
懐
不
敢
進
、
即
李
林
甫
、
園
忠
復
起
笑
。
凡
百
臣
庶
、
以

震
危
殆
之
期
、
叉
麹
足
而
至
也
。
如
今
日
之
事
、
噴
古
来
有
、

J

錐
李

林
甫
、
楊
園
忠
猶
不
敢
公
然
如
此
。

と
あ
る
。
な
お
、
『
遜
鑑
』
巻
二
二
四
・
代
宗
大
暦
元
年
二
月
の
僚
を

-
参
照
。

(
H
〉
『
容
宮
周
囲
筆
』
巻
二
・
唐
御
史
濯
縛
定
限
の
僚
。

(
お
)
『
燭
府
元
亀
』
品
位
五
二
二
・
憲
官
部
・
私
曲
。

(日目〉

υ

『
加
府
元
亀
』
品
位
五
二
ハ
・
憲
官
部
・
振
皐
一
。

(
げ
)
『
逼
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
侍
御
史
の
僚
。

(
叩
坤
)
御
史
の
救
授
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
記
事
が
あ
る
。
ま
ず
、
『
唐
曾

要
』
巻
六

O
に

杜
易
簡
御
史
蔓
雑
注
云
、
監
察
御
史
、
自
永
徽
以
後
、
多
是
教
授
、

難
有
吏
部
注
擬
、
門
下
過
覆
、
大
半
不
成
。
・
1
:蘇
氏
駁
目
、
員
外

郎
、
御
史
並
供
奉
官
、

!進
名
教
授
、
是
開
元
四
年
六
月
十
九
日
教
。

杜
易
簡
著
雑
注
以
後
、
猶
四
十
年
篤
吏
曹
注
擬
失
。
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と
あ
る
。
『
遁
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
御
史
壷
の
侍
御
史
の
僚
に
も

唐
自
貞
観
初
、
以
法
理
天
下
、
尤
重
憲
官
、
故
御
史
復
策
雄
要
。

-
(
高
宗
〉
麟
徳
以
来
、
用
人
尤
雷
、
選
授
之
和
、
不
由
鐙
管
。

及
李
義
府
掌
大
選
、
寵
任
既
重
、
始
得
補
之
。
自
李
義
府
之
後
、
無

出
吏
部
者
。

と
あ
る
。
更
に
、
『
唐
曾
要
』
巻
七
四
・
還
部
上
・
論
選
事
に

自
貞
観
以
後
、
員
外
郎
乃
制
授
之
。
叉
至
則
天
朝
、
以
吏
部
構
軽
、

監
察
亦
制
救
之
。

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
蘇
氏
駁
臼
」
の
み
教
授
の
開
始
を
玄
宗
期
と

し
て
い
る
が
、
他
の
三
つ
は
永
徽
以
後
か
ら
則
天
朝
の
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
皆
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
二
つ
の

史
料
の
み
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
一
は
関
元
四
年
六
月
十
九
日
教
で
あ

る
。
『
唐
一曾
要
』
巻
七
五
・
選
部
下
・
雑
庭
置
の
僚
に

〈
関
元
)
四
年
六
月
十
九
日
数
、
六
ロ
間
以
下
官
、
令
所
司
補
授
員
外

郎
、
御
史
、
併
品
開
供
車
中
、
宜
進
名
授
殺
。

と
あ
る
。
こ
れ
が
「
蘇
氏
駁
日
」
の
根
援
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
則

夫
武
后
時
期
で
救
命
の
形
で
御
史
を
任
命
し
た
史
料
で
あ
る
。
『
文
苑

英
華
』
舎
三
九
五
・
李
隔
の
「
授
精
嘉
賓
左
華
監
察
御
史
制
」
に

殺
遜
直
郎
行
演
州
河
開
豚
丞
鴻
嘉
賓
、
砥
嘱
名
節
、
恭
勤
職
務
、
幹

能
兼
備
、
清
直
有
聞
、
黄
綬
随
班
、
未
展
才
用
、
繍
衣
夜
事
、
方
観

翠
察
、
可
行
左
粛
政
蔓
監
察
御
史
、
散
官
如
故
。

と
あ
る
。
そ
し
て
『
遁
典
』
巻
二
四
・
職
官
六
・
御
史
筆
に

(
中
宗
〉
紳
龍
以
後
去
粛
政
之
名
、
但
篤
左
右
御
史
華
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
上
述
し
た
李
婿
の
記
事
は
則
天
武

后
時
代
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
教
授
で
御
史
を
任
命
す
る
こ
と

は
、
制
度
で
な
か
っ
た
が
、
既
に
慣
行
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(
印
)
『
陸
宣
公
翰
苑
集
』
巻
一
七
。

(
却
)
嘱
渡
護
『
唐
代
政
治
社
曾
史
研
究
』
(
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
六
〉

第
i
部
「
唐
宋
の
蹴
変
革
と
使
職
」
第
二
章
「
中
世
貴
族
制
の
鼠
嬢
と
僻

召
制
」
六

O
頁。

(
幻
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
の
八
重
津
氏
の
論
文
に
唐
代
の
儀
制
令

を
巡
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
幻
〉
『
唐
六
典
』
倉
一
一
一
一
御
史
牽
・
侍
御
史
の
僚
の
注
、
な
お
、
年
代
の

出
典
は
『
唐
曾
要
』
巻
六
O
御
史
差
上
・
御
史
大
夫
の
僚
で
あ
る
。

(
お
)
那
波
利
貞
『
唐
代
社
曾
文
化
史
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
七
四
三
第

一
編
「
唐
の
開
元
末
・
天
賓
初
期
の
交
が
時
世
の
一
獲
縛
期
た
る
の
考

詮
」
、
参
照
。

(
担
)
前
掲
那
波
氏
の
論
文
、
参
照
。

い

(
お
)
谷
川
道
雄
「
閥
於
所
謂
李
林
甫
専
政
」
(
『
第
二
眉
園
際
唐
代
皐
術
曾

議
論
文
集
』
華
北
文
津
出
版
社
印
行
、
一
九
九
一
二
〉
一

O
七
九
頁
。

(
お
)
嘱
波
護
『
唐
代
政
治
祉
曾
史
研
究
』
(
同
朋
合
出
版
、
一
九
八
六
)

第
一
部
「
唐
宋
の
愛
草
と
使
職
」
第
一
章
「
一
一
一
司
使
の
成
立
に
つ
い

て
」
一
一
一
頁
。

(
幻
)
『
蘇
紙
文
集
』
巻
二
五
・
「
上
一
洞
宗
皇
脅
書
」
。

-104ー



RESEARCH ON THE TRANSFORMATION OF THE

SYSTEM OF IMPEACHMENT UNDER THE TANG

Hu Baohua

　

The system of impeachment; under the、Tang (^Tanhe弾劾)ｙ卵

significantly altered by the development of the policies of みnzhuaﾀﾌｇ進状

and Guα届αf関白. The policy oiJiｒぼＫｕａｎｓ　ｌｅquiredthat before ａ Censor

(ＹｕｓＵ御史)ｃｏｕｌｄ impeach, he mustﾕforwa叫声e plaint to the offices of

φｅ Secretariat (Ｚｈｏｎｇｓhｕｓｈｅｎｇ中書省)ａｎｄ the Chancellery (Ｍｅｎエiaｓhe-

?１ｇ門下省).

　

The policy of (λα妬心 ｌ:■equired that the Censor inform the

Censor-in-chief (Yi£ｓＵ Daifu御史大夫) and the Vice Censor-in-chief

(Ｙｕｓhi Ｚれｏｎｇｃｈｅｎｅ御史中丞;) before forwarding the plaint to the Secreta-

riat and chancellery.　　　　｡｡　　　　　　　　　　　　　　‥。

　　

These two policies began in the third year of Jinglong 景龍(709)ｏｆ

Emperor Zhongzonがｓ中宗reign, and the twenty-second year of Kaiyuan

開元(734) of Emperor Xuanzong's 玄宗reign, respectively. Before the

institution of the policies ９１Ｊｉｎｘｈｕａｎｇand Ｇｕａｎｂａｉ　ａｎｙCensor could

　　　

・

　　　　　　　

･r

　

・

　　　

・ I　I･　　　　　　　　　1　　6

directly impeach an official provided that｡the Censor had discovered an

ofScial's action in violation of regulatior!s， Ｔ恥primary purpose for the

institution of the policies ｏ卜ＪｉｎｚｈｕａｎｓandＧｕａｔtｂａｉwas to weaken the

Censor's power of impeachment. After the period of the An-Shi rebellions

安史之掲L，Ｅｍｐｅｒｏｒｓ Suzong粛宗and Dezong徳宗attempted several times

to abolish the policies ｏ£Ｊ緬ｈｕａｎｓ and Ｇ皿nhai　ａｎｄ similar policies, in

order to restore the systemつof the previous Zhenguang 貞観period.

However･ the social changes that h・d occurred since that, ti皿e made this

impossible.

　

In sum, thやtransformations in the Tang system of impeach-

ment are one reflection of changes in the nature of the power wielded by

the Tang state.
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